
 

公 売 参 加 の 方 法 

 

１ 入札  

（１） 入札に際しては、あらかじめ公売財産を現地で確認し、登記簿を閲覧するな

どした上で入札してください。  

（２） 入札者は所定の入札書により、売却区分の番号ごとに入札してください。  

（３） 今回の公売財産は、売却区分番号「北－１、北－２、北－３、北－５」は非

課税財産です。 

    「北－４」は混在財産ですが、インボイスの交付はありません。  

（参考）  

「非課税財産」とは、消費税法別表第一（第６条関係）に掲げる財産を

いい、「課税財産」とは、それ以外の財産をいいます。また、「混在財産」

とは、「非課税財産」と「課税財産」の双方を含む財産をいいます。  

（４） 入札書を書き損じたときは、訂正や抹消をしないで新しい入札書を使用して

ください。  

なお、入札書には、個人にあっては住民登録上の住所・氏名を、法人にあっ

ては商業登記簿上の所在地・商号を記載してください。  

（５） 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更又は取消しを

することはできません。  

（６） 代理人が入札する場合には、入札に先立って代理権限を証する委任状を提出

してください。  

（７） 共同入札をする方は、入札書に共有者全員の住所・氏名を連署し、それぞれ

の持分を記載してください。  

（８） 同一人が、同一の売却区分番号について、２枚以上の入札書を提出すると、

その入札書はいずれも無効となります。  

（９） 次の要件に該当する方は、公売財産を買い受けることができません。  

ア 買受人の制限（国税徴収法第９２条）、公売実施の適正化のための措置（国

税徴収法第１０８条）等により買受人となることができない者  

イ 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合で、

これらの資格等を有しない者  

 

２ 公売保証金の納付  

公売保証金の納付を要する財産については、公売保証金を納付した後でなければ

入札できません。  

公売保証金は、現金又は銀行が振り出した小切手（使用できる小切手は、その財

産の公売を担当する市町に事前に御確認ください。）で入札を行う前に公売会場で

納付してください。 

ただし、小切手の場合は、振出日が納付日から遡って７日以内であるものとして

ください。  

なお、実施機関により一部取扱いが異なる場合がありますので各実施機関へ確認

してください。  

 

 

 

 



 

 

３ 暴力団員等に該当しない旨の陳述書の提出  

国税徴収法第９９条の２に基づき、以下のいずれにも該当しない旨の陳述書を提

出しなければ入札できません。また、自己の計算において入札をさせようとする者

がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。  

（１） 入札者（その者が法人である場合には、その役員）が暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過し

ていない者（以下「暴力団員等」という。）であること。  

（２） 自己の計算において入札をさせようとする者（その者が法人である場合には、

その役員）が暴力団員等であること。  

陳述書の記入に当たり、字体は鮮明に、インク又はボールペンで御記入ください。

印字されたもの又はゴム印等でも差し支えありません。  

 

なお、入札者又は自己の計算において入札をさせようとする者が法人である場合

には、法人の役員を証する書面（商業登記簿に係る登記事項証明書等（※入札する

日において発行後３か月以内のもの））を提出する必要があります。  

 

また、入札者又は自己の計算において入札をさせようとする者が宅地建物取引業

又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証

する書面（宅地建物取引業の免許証（※有効期限内のもの）又は債権管理回収業の

許可証）の写しを併せて提出する必要があります。  

 

４ 開札の方法  

開札は、入札者の立会いの上で行います。  

ただし、入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当し

ていない職員が立会って開札します。  

 

５ 最高価申込者の決定  

公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の｢入札価額｣欄に記載された金額が見積

価額以上で、かつ最高の価額である入札者を最高価申込者として決定します。  

 

６ 次順位買受申込者の決定  

（１） 売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価申込者に次

ぐ入札をした方から買受の申込みがあるときは、その方を次順位買受申込者と

して決定します。  

ただし、その入札価額は最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以

上でなければなりません。  

なお、次順位買受申込者が２人以上あるときは、「くじ」で決定します。  

（２） 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、原則として代金納付期限までは

返還できません。  

 

７ 再度入札  

再度入札は行いません。  

 

 

 



 

 

８ 追加入札  

開札の結果、最高価申込者となるべき者が２人以上いる場合は、その入札者の間

で追加入札を行って最高価申込者を決定します。  

追加入札の価額がなお同額のときは、「くじ」により最高価申込者を決定します。  

 

９ 公売保証金の返還  

（１） 最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、入札終了の告

知後に返還します。  

ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した

後に返還します。  

（２） 公売保証金の返還を受ける者は、公売保証金返還請求書に金額・住所・氏名

を記入し、請求してください。  

なお、公売保証金の返還を受ける者が、営利法人又は個人の不動産業者等で

ある場合は、２００円の収入印紙が必要です。 

 

10 売却決定  

売却決定は、公売公告に記載した日時に、各公売実施機関の公告で定める場所に

おいて最高価申込者に対して行います。  

また、次順位買受申込者に対して行う場合の売却決定は、国税徴収法第１１３条

第２項各号に掲げる日に行います。  

なお、公売財産が消費税法上の「課税財産」、「非課税財産」、「混在財産」の

いずれの場合も入札書の「入札価額」欄に記載された金額で売却決定します。  

※ 最高価申込者等について、国税徴収法第１０６条の２に基づく調査の嘱託を

行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当しない

ことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の

納付期限が変更されます。  

 

11 買受代金の納付  

買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金

の全額を、現金又は銀行が振り出した小切手（使用できる小切手は、その財産の公

売を担当する県税事務所又は市町に事前に御確認ください。）で納付してください。 

ただし、小切手の場合は、振出日が納付日から遡って７日以内であるものとして

ください。  

実施機関により一部取扱いが異なる場合がありますので、各実施機関へ確認して

ください。  

なお、次順位買受申込者が売却決定を受けた場合は、売却決定の日から起算して

７日を経過した日が納付期限となります。  

具体的な手続き等は、公売終了後に説明します。  

 

12 権利移転に伴う費用  

権利移転に伴う費用（所有権移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料等）は、

買受人の負担となります。  

 

 

 

 



 

 

13 権利移転の手続  

公売財産の所有権移転の登記手続きは、買受人の請求により、その財産の公売を

担当する市町が行います。  

買受人は、買受代金の納付後、所有権移転登記請求書に住民票等の必要書類を添

えて提出してください。  

なお、公売財産が農地等である場合は、農業委員会等が発行する権利移転の許可

書等が必要です。 

 

14 最高価申込者等決定の取消し  

以下の場合に、最高価申込者等の決定が取り消されます。この場合、公売財産の

所有権は最高価申込者に移転しません。  

（１） 売却決定前に、公売財産に係る差押徴収金（県税・市町村税）について完納

の事実が証明されたとき（公売保証金は返還します。）  

（２） 最高価申込者等に国税徴収法第１０８条第２項の規定が適用された場合  

（３） 最高価申込者等に国税徴収法第１０８条第５項の規定が適用された場合  

 

15 売却決定の取消し  

次に該当する場合は、その売却決定を取り消します。  

（１） 買受人が買受代金を納付する前に、公売財産に係る県税・市町村税について

完納の事実が証明されたとき（公売保証金は返還します。）  

（２） 買受人が買受代金をその納付期限までに納付しなかったとき  

（３） 国税徴収法第１０８条第２項の規定に該当したとき  

 

16 公売保証金の帰属等  

買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り

消された場合は、その買受人が納付した公売保証金は、その公売に係る県税・市町

村税に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。  

また、国税徴収法第１０８条第２項の処分を受けた者の納付した公売保証金は、

県・市町に帰属します。  

 

17 買受申込等の取消し  

買受代金の納付期限前に、滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申

込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、不服申立等による滞納処分の続行の停

止がされている間は、入札又は買受けを取り消すことができます。  

 

18 権利移転等の時期  

買受人は、買受代金の全額を納付した時に、公売財産の権利を取得します。  

したがって、買受代金納付後に生じた財産の毀損、焼失等による損害の負担は、

買受人が負うことになります。  

また、各公売実施機関は財産の引渡しの義務を負いません。  

なお、農地については、農業委員会の許可があったときに移転することになりま

す。 


